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CとDは適用されない
A、Bのサービスで適用されないのは
５，１０、⑥、⑦、⑧

保険給付の種類

介護給付

居宅サービス

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

償
還

地域密着型サービス

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

居宅介護サービス費

施設介護サービス費

地域密着型介護サービス費

居宅介護サービス計画費

特定入所者介護サービス費

居宅介護福祉用具購入費

居宅介護住宅改修費

特例サービス費

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

現
物

償
還

ほ １ 、つ ６ 以外
④、⑤、⑥

介護予防支援

・特定福祉用具販売は福祉用具購入費支給限度基準額（年間10万）
・住宅改修費は住宅改修費支給限度基準額（同一住宅20万）

現物給付と償還払いの種類

保険給付が適用される介護サービスの種類
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区分支給限度基準額
が適用されないもの
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・特定入所者介護サービス費（=おむつ代が保険給付に含まれる）

A８、９ B⑧ C× D４つ

・社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となる

A１、６、８ B⑥⑦以外 C× D介護老人福祉施設

・基準該当サービスの対象となる

A１、２、６、８、１１ B× C〇 D×

・区分支給限度基準額が適用されないもの
A５、１０ B⑥⑦⑧ C× D×
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役割りとして
考えた場合

介護給付

予防給付

市町村特別給付

地域支援事業

介護予防・日常生
活支援

総合事業

包括的支援
事業

任意事業

一般介護予防事業

１号介護予防支援事業

介護給付等費用適正化事業

介護予防・生活支援サービス事業

総合相談支援事業

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

地域ケア会議推進事業

認知症総合支援事業

家族介護支援事業

１号訪問事業 ほ１

１号通所事業 つ６

１号生活支援事業

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域支援事業
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役割りとして
考えた場合

介護給付

予防給付

市町村特別給付

地域支援事業

介護予防・日常
生活支援

総合事業

包括的支援
事業

任意事業

一般介護予防事業

１号介護予防支援事業

介護給付等費用適正化事業

介護予防・生活支援サービス事業

総合相談支援事業

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

地域ケア会議推進事業

認知症総合支援事業

家族介護支援事業

１号訪問事業 ほ１

１号通所事業 つ６

１号生活支援事業

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域支援事業
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対象者

※認定前から3－1を利用していた者に限る

3－2

3－1

全ての1号被保険者（要支援、要介護認定者
を含む）＋支援をしている人

要支援者、要介護者（※）
基本チェックリスト該当者した1号被保険者

生活支援コーディネーター
就労的活動支援コーディネーター

認知症地域支援推進員
チームオレンジコーディネーター

2－6

2－7

生徒の名前
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